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さよなら！志賀原発ネットワーク
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７月５日、志賀原発で高圧電源車から出火するという火災事故が発生しました。志賀原

発構内での火災はこれが３件目ですが、今回は、安全強化策のために配備された高圧電源

車からの出火でした。

ところが、当日発表された北陸電力のプレスリリースは、すでに鎮火していることや外

部への放射性物質の影響はなかったこと等をごく簡単に報告し、さらに「本事象は、法令

の報告対象ではありません」と述べ、あたかも大したことではなかったというような印象

を与えるものでした。その文面からは、高圧電源車の火災が「あってはならない重大な事

故」であるという認識はまったく感じられず、今後の対応についての言及も謝罪の言葉も

ない内容でした。

しかし、高圧電源車は福島第一原発事故の教訓を踏まえて、緊急時の電源確保の重要性

に鑑み、大事故の際の「事故収束活動の強化・充実」のために配備されたものです。その

電源車が点検の二日後にバッテリーケーブルがはずれていて火災を起したのですから、配

備された電源車が肝心の緊急時に実際に機能するのかどうか、危惧せざるを得ないような

重大な事故のはずです。

２号機の新規制基準への適合性審査の申請では、「高圧電源車からの給電も含めた重大

事故対策が有効に機能するかを評価し、対策により事故の進展を防ぎ、原子炉を安定的な

状態に保つことができることを『確認』した」とあります。ところが今回の火災事故によ

り、「代替電源からの給電」は絵にかいて「確認」していただけで、実際には機能しない

ことがあり得ることを北陸電力は自ら実証してしまったのです。これでは申請内容に偽り

ありと言うほかなく、当然、申請は取り下げるべきです。



たとえ停止中であっても電源喪失が起これば使用済み核燃料プールの冷却ができなくな

る等、電源の確保は原子力発電所が稼働中か否かにかかわらず安全性に直結する重大な問

題です。電源車の火災事故が発生し、しかもその重大性についての認識を欠く対応には、

あらためて「北陸電力には原発運転の資格なし！」と言わざるを得ません。北陸電力は、

直下に活断層の存在が指摘されている志賀原発の早期再稼働にいまだに固執し続けていま

すが、停止中の原発の安全管理さえできない電力会社が原発を再稼働させることなど、断

じて許されません。

志賀原発は１号機、２号機ともに２０１１年３月以降停止してすでに８年４ヵ月が経過してい

ますが、この間、この火災事故だけでなく、雨水が原子炉建屋内に流入にすることによる

漏電事故、大雨によるモニタリング・ポスト浸水事故、あるいは運転開始以来一度も点検

していなかった換気装置のフィルター損傷等々、事故トラブルの類は枚挙にいとまがあり

ません。一般向け配布しているパンフレットには「志賀原子力発電所では、“福島第一の

ような事故を起こさない”決意のもと、全力で取り組んでいます」と書かれていますが、

「安全最優先」というのは掛け声だけで、現実にはいつどのような事故が起きるか分から

ない、止まっていても危険なのが志賀原発の実態です。

これらの事故トラブル多発の背景には、長期間停止による運転員のモチベーションの低

下やたるみ、チェック体制の不備など、｢安全文化の構築｣にはほど遠い現場の状況がある

に違いありません。さらに、事故が起きた際の北陸電力の対応からは、原子力発電所が抱

える本質的な危険性への認識が、そもそも欠如しているのではないかと懸念せざるを得ま

せん。

電力供給には必要のない、まったく発電せずに電力を消費しているだけの原発のために、

これ以上危険にさらされることのないよう、高圧電源車の火災事故を踏まえて、あらため

て「北陸電力に原発運転の資格なし！」と訴えるとともに志賀原発の速やかな廃炉を求め、

以下、申し入れます。

【申入れ事項】

１．志賀原子力発電所１号機・２号機ともに、直ちに廃炉にすること。

２．志賀原子力発電所２号機については、新規制基準への適合性審査の申請を速やかに

取り下げること。


